
離職退去者の利用可能な住戸一覧（27年３月31日現在）

都道府県名 事業主体名 住宅（団地）名 所在地 区分 入居可能戸数 間取り 使用料（家賃） 入居要件 その他（使用期限等）

県営小針住宅 新潟県新潟市西区小針藤山17番18号 1 1 2K 7,479

県営石山第１住宅 新潟県新潟市東区東中島1丁目2番 1 1 3DK 12,302

県営石山第２住宅 新潟県新潟市東区東中野山3丁目14番他 1 1 2DK 6,837

村上市 市営堤下住宅 村上市坂町353番地3 1 1 3DK 6,300円

１　対象者
　　　平成20年12月1日以降の解雇等に
より社員寮など現に居住する住宅から
の退去を余儀なくされる者で、一時的に
市営住宅へ入居を希望する者

　
２　留意事項
　　入居受付に当たっては、雇用先から
の解雇等に伴い、現に居住している住
居から退去を余儀なくされることが客観
的に証明できる書類等の写しを提出

（１） 住宅の提供方法等
市営住宅の目的外使用
による。敷金及び保証人
は不要とする。
（２） 提供できる市営住
宅　　　　市営堤下住宅
の未修繕空家とする。
（風呂無し）
（３） 入居期間
原則６か月間（やむを得
ない事情がある場合は1
回に限り延長を認め最
長1年間とする。）
（４） 住宅使用料
住宅使用料最低区分額
の１／２

【問合せ先】
村上市都市整備課計画
室
0254-53-2111

燕市 市営粟生津 燕市粟生津１０７番地２ 1 1 3DK 7,000円

次の要件をすべて備えている方
（１）申込日時点の雇用状況が次のア、
イのいずれかに該当する方
　ア．既に失業状態にある方。ただし、離
職時期は平成２０年１０月１日以降。
　イ．申込日から１ヶ月以内に「解雇」、
「雇用契約期間満了による雇い止め」に
より離職することが決定している在職者
（２）離職理由が次のア、イのいずれか
に該当する方
　ア．解雇
　イ．雇用契約期間満了による雇い止め
（３）喪失する住居が次のア、イのいずれ
かに該当する方
　ア．事業主が管理し労働者に対して貸
与する社宅・社員寮
　イ．職場に付帯した住込み先
（４）雇用の意欲が認められ、就職に向
けた就職活動を行うこと。
（５）入居しようとする家族全員が暴力団
員でないこと。

原則６ヶ月
（場合によっては更新で
きます。ただし最長１年

までです。）

【問合せ先】
燕市都市整備部営繕建

築課公営住宅係
0256-92-1111

小計 6

　　(注) 「その他」の欄には必要に応じ問い合わせ先をご記入ください。 1：公営住宅
2：改良住宅
3：特公賃
4：公社
5：単独住宅等

1 1 2DK 17,000

次の要件をすべて備えている方
（１）申込日時点の雇用状況が次のア、
イのいずれかに該当する方
　ア．既に失業状態にある方。ただし、離
職時期は平成２０年１１月１日以降。
　イ．申込日の時点で「解雇」、「雇用契
約期間満了による雇い止め」により離職
する（した）ことが決定している在職者
（２）離職理由が次のア、イのいずれか
に該当する方
　ア．解雇
　イ．雇用契約期間満了による雇い止め
（３）喪失する住居が次のア、イ、ウのい
ずれかに該当する方
　ア．事業主が管理し労働者に対して貸
与する社宅・社員寮
　イ．職場に付帯した住込み先
　ウ．その他の民間アパートなど（離職
により家賃の支払いが困難な方）
（４）雇用の意欲が認められ、就職に向
けた就職活動を行うこと。
（５）入居しようとする家族全員が暴力団
員でないこと。

【使用期間】
原則6か月

（場合によっては更新で
きます。ただし最長１年

までです。）

【問合せ先】
上越市都市整備部建築

住宅課住宅係
025-526-5111（内線

1304）

新潟県

新潟県

　企業の雇用調整等による解雇等のた
めに離職し、社員寮など現に居住する
住宅からの退去を余儀なくされる者で、
一時的に県営住宅へ入居を希望する者
で、次の要件をすべて備えている方
（１）申込日時点の雇用状況が次のア、
イのいずれかに該当する方
　ア．既に失業状態にある方。ただし、離
職時期は平成２０年１２月１日以降。
　イ．申込日から１ヶ月以内に「解雇」、
「雇用契約期間満了による雇い止め」に
より離職することが決定している在職者
（２）離職理由が次のア、イのいずれか
に該当する方
　ア．解雇
　イ．雇用契約期間満了による雇い止め
（３）喪失する住居が次のア、イのいずれ
かに該当する方
　ア．事業主が管理し労働者に対して貸
与する社宅・社員寮
　イ．職場に付帯した住込み先
（４）雇用の意欲が認められ、就職に向
けた就職活動を行うこと。
（５）入居しようとする家族全員が暴力団
員でないこと。

原則6ヶ月（やむを得な
い事情がある場合は1回
に限り更新（許可期間６
か月）を認め、期間は当
初の許可期間と合わせ
て通算１年間とする。)

【問合せ先】
新潟県住宅供給公社
025-285-6111

上越市 市営押切住宅 新潟県上越市大島区岡3437番地


